
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友愛ネット 

 

津山市立津山東中学校 

平成３０年５月２９日（火） 

Ｎｏ，８ 

中間テスト 
５月 24～25日 

１年生が交通安全教室を実施しました 
 

 ２３日の５時間目に、地震を想定した避難訓

練を行いました。雨のため、体育館への避難と

なりましたが、体育館までの移動を静かに、速

やかに行うことができました。 

 津山圏域消防組合東消防署の署長さんが来

校し、お話をしていただきました。 

避難訓練は消防法で決められていて、毎年実

施されるもので、災害時にパニックにならない

ためにも、このような訓練を行って、冷静な行

動ができるようになってほしいと話をされま

した。津山東中の生徒６４９人と教職員７０

人、みんなの命を守るための訓練です。地震は

いつ起こるかわかりませんから、いざというと

きに、冷静な対応ができるようにしましょう。 

２４、２５日は、１学期の中間テストでした。１年生

にとっては、初めての中間テストですが、精一杯取り

組んでいました。 

中学校の定期テストの目的は、これまでの授業を受

けてきて、どれだけの力がついたかを確かめること。

そして、できなかった問題から、学習を振り返り、で

きるようにしていくことです。 

分からなかった問題が、分かるようになったら必ず

力がつき、自信がつきます。次の期末テストまでは、

約一ヶ月、これからの授業や家庭学習の取り組み方を

工夫して勉強に取り組みましょう！ 

 

２５日に１年生を対象にした「交通安全教室」を開きま

した。津山警察署交通課の石原係長さんに道路交通法をも

とに、様々な事例を通して、講義をしていただきました。 

 

『自転車安全利用五則』とは･･･ 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

 ●二人乗り、並列の禁止 

 ●夜間はライトを点灯 

 ●交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもは、ヘルメットを着用 

 


